
「来年、埼玉弁護士会より『使用貸借の法律と実務』の書籍を発
行します」
 

埼玉弁護士会で、来年、研修会を開催し、そのための書籍の発行をします。
テーマは仮題で「使用貸借の法律と実務」。
耳なれない言葉かもしれませんが、ただで建物などを貸借している場合の話です。
若い人たちと一緒にあーでもないこーでもないなどと議論するのは楽しい時間です。

来年８月発刊。こうご期待！！です。

弁護士　高木　太郎
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